
 秋田市公告

 

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により、令和

６年２月８日付け秋田市指令第944号で許可した開発行為に関する工事が

 完了したので、同法第36条第３項の規定に基づき、公告する。

 

 　　令和６年６月６日

 

 秋田市長　穂　積　　　志　　　　　

 

１　開発許可を受けたものの住所および氏名 

秋田市広面字蓮沼104番地１ 

クリーンセラミックビル２階 

医療法人ももとせ 

理事長　佐　藤　直　大 

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

　　秋田市広面字近藤堰越33番１および34番１ 

 


